
①子育て応援ステーションについて

加賀市市民健康部子育て支援課
子育て応援ステーション

（２）令和５年度の活動等の実績について

資料２－１
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・「母子保健グループ」と「児童相談グループ」の専門職がそれぞれの強みを活かし、母子保健機能と
と児童相談機能を一体的にして、切れ目のない相談支援を実施している。子どもの発育発達を支援し、
養育環境の改善や虐待を防止している。

・令和６年４月からは、加賀市こども家庭センターとして子育て応援ステーションは

機能している。

妊産婦から子育てまでの一体的な相談支援体制
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・母子保健グループ
母子保健事業
障がい児相談

・児童相談グループ
子育て全般の相談

要保護児童対策地域協議会
事務局

児童虐待通告窓口

令和６年度

応援ｽﾃｰｼｮﾝ職
員職種

常勤職員
（正規・任用）

保健師
（所長含む）

7名

社会福祉士 2名

児童福祉士任用
（家庭相談員）

１名

保育士 5名

子ども家庭支援
員（教員）

1名

助産師
管理栄養士

1名
1名

事務職 4名

子育て支援課

保育園
子育て応援

ステーション

こども育成

相談センター

子どもを守る
地域のネット
ワーク

（要保護児童対策
地域協議会:児童
福祉法25条2）
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極低出生体重児（加賀市）
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極低出生体重児（国）

（人） （% ）
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低出生体重児の割合の年次推移

・令和5年の2,500g未満の低出生体重児の出生は5.1％（14人）と減少
・令和5年の1,500g未満の極低出生体重児の出生は0.00％（0人）と減少
・令和5年は多胎児は出生なし

低出生体重児：2,500g未満
極低出生体重児：1,500g未満

R3年 R4年 R5年

多胎児
出生

5組 1組 0組

3出典：衛生統計年報（石川県）

令和5年出生274人
低出生体重児14人

加賀市の出生の状況



○母子健康手帳交付・出産準備ギフト申請時の面接 支援が必要となる妊婦を把握している
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〈要支援・特定妊婦の把握と継続支援〉

妊娠期から出産期、子育て期への切れ目のない支援

・産後に支援者がいない家庭、要保護児童のいる家庭が多い。

妊娠ライフプラン
を妊産婦に手交し、
個別の継続支援
を実施している。

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

383人 368人 343人 333人 279人

129人 119人 106人 92人 88人

35人 25人 28人 23人 18人

33.7% 32.3% 30.9% 27.6% 31.5%

9.1% 6.8% 8.2% 6.9% 6.5%

母子手帳交付時妊婦面接件数（転入時含）(a)

要支援妊婦（妊娠ライフプラン対象者）(b)

特定妊婦（ｃ）

割合(c/a)

割合(b/a)
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産後要支援者（市が妊娠期を通して把握したり産後訪問
や医療機関等から把握した継続支援が必要な産婦）
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・要支援者のうち、妊娠期から支援をしている者は全体の約7割を占める。
・妊娠届出時や出産準備ギフト申請（妊娠16週以降）時に面接を2回行うことで、より早期に支援を必要とす
る者を把握することができている。
・産後うつ疑いの割合は令和4年度から大きく減少した。減少の要因としては、早期から継続した関わりを
持てていることで、産後は早期に訪問ができ、またＲ５年度には産婦２週間健診が開始されたこともあり、
不安の軽減につながっていると考えられる。

妊娠期から出産期、子育て期への切れ目のない支援
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○乳児家庭全戸訪問事業
生後4か月を迎えるまでの全ての乳児のいる家庭を対象に訪問（1月～12月生）を行い、必要な情報提供や支援
を実施する。

～令和5年度
100％実施

産前産後の支援

○産後ケア事業
産後支援が必要な母子に対して、助産師が心身のケアや育
児のサポートを行い、安心して子育てができる支援体制を確保
することで、妊娠期から子育て期にわたるまで切れ目ない支援
を行う。

○産前産後家庭支援ヘルパー
派遣事業

産前産後に体調不良等のため、育児や家
事を行うことが困難な家庭に対して、サポー
ターが育児や家事等を援助し、母親の体調
の回復と産後の生活を支援する。

●ヘルパー事業は、令和4年度は産前の利用もあり、全体の利用数の伸びが見られたが、令和5年度は
里帰り等の支援もあり、全体の利用数は減少となった。
●産後ケア事業は、令和3年度から利用料が半額となり、利用者負担軽減と利用増加につながっている。

利用実人数 利用延人数

産前 産後 産前 産後

R3年度 0 10 0 83

R4年度 2 12 11 103

R5年度 2 13 7 66
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宿泊型 通所型 訪問型

実人数 延日数 実人数 延回数 実人数 延回数

R3年度 0 0 8 19 5 23

R4年度 2 9 22 51 23 75

R5年度 1 2 43 129 37 120

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

訪問世帯数 380 376 393 361 325

訪問率 100% 100% 100% 100% 100%
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産前産後の支援

○子育て寄り添いおむ

つ事業
定期的な相談支援とお
むつなどの配布により、
安心した産後の支援・子
育て環境の提供と地域の
社会資源や地域の人材に
よる支援により、地域全
体で子育て家庭を支える
仕組みを構築し、加賀市
版伴走型相談支援体制の
更なる充実を図る。

R５年度 ４８５件申請
（申請割合94.4%）

●身近な場所での相談の
機会が持つことができ、必
要に応じて支援員から子育
て応援ステーションにつな
ぎ支援をしている。



相談相手がいない親の人数は微増減はある。個別
対応や保育園や地域の相談窓口も紹介している。

〇乳幼児健康診査
乳幼児期の発育発達の確認だけでなく、子育て相談の機会としている。未受診者には電話や訪問等による状況把
握している。また、親の孤立化予防の視点で子育てしている親の支援者や相談者の有無を確認している。

8
1歳6か月児健診、3歳児健診未受診者は、仕事が休めない等
保護者理由にて不参加が多い。不参者は100%把握している。

乳幼児健診の状況



医療的ケア児の支援

9

医療的ケア児とは
日常生活および社会生活を営むために恒常的に医療的ケア（人工呼吸器による呼吸
管理、吸痰吸引その他の医療行為）を受けることが不可欠である児童。

令和５年度実績
●医療的ケア児支援連絡会の開催 １回
（医療的ケア児の支援に関する保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関の協議の場）
内容 ・令和５年度の取組報告、

・第６期障がい児福祉計画策定のためのアンケート調査結果に関する意見交換 など
●個別の支援ケースにおける他機関との調整会議の開催

内容 退院支援、サービス調整支援、就学後の支援
●庁内合同ミーティングでの庁内の関係課との連絡会での意見交換

第６期障がい児福祉計画策定のためのアンケート調査実施に向けて、実施結果について ５回

医療的ケア内容
は、経管栄養、
酸素療法、気管
切開、インスリン
管理、人工呼吸
器管理、吸痰吸
引等
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→ 連絡会での協議やアンケート調査の結果から、常に介護が必要だがサービス利用が困難なケー
スや緊急時の備えについての心配がある実態があった。



新規相談 内）児童相談

令和３年度（4月～3月） 269 142

令和４年度（4月～3月） 233 173

令和５年度（4月～3月） 270 175

≪新規相談数≫・・・実人数 （単位…人）

≪新規相談対象者≫ 各年度4月～3月

妊産婦
乳児

(0歳～
１歳）

幼児
(１歳～
６歳)

小学生 中学生 高校生
18歳
以上

その他
不明等

合計

令和３年度 28 34 97 73 23 12 1 1 269

令和４年度 19 32 77 67 22 16 0 0 233

令和５年度 15 33 128 55 23 13 3 0 270

※児童相談とは、2回以上の継続相談支援
を行った児童のこと

（単位…人）

令和5年度

妊産婦

5.6%
乳児

(0歳～1歳)

12.2%

幼児

(1歳～6歳)

47.4%小学生

20.4%

中学生

8.5%

高校生

4.8%

18歳以上1.1%
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令和3年度

令和4年度

令和5年度
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子育て応援ステーション児童相談実績①



≪新規相談経路別≫ （単位…人）

家族
親戚

子ども 知人等
児童
相談所

福祉
事務所

保健センター
等

市関係課

保育所
認定こども園

医療機関 学校等
社協等

その他機関
合計

令和３年度 95 0 2 38 25 19 19 3 34 20 269

令和４年度 112 0 7 7 26 17 8 6 32 18 233

令和５年度
81

30.0%
1

0.4%
7

2.6%
13
4.8%
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家族・親戚 子ども 知人等 児童相談所 福祉事務所 保健センター等 保育園・

認定こども園

医療機関 学校等 その他

令和３年度 令和４年度 令和5年度
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子育て応援ステーション児童相談実績②



≪新規相談受付内容≫ （単位…人）

虐待等 養護 保健 障がい
育成
相談

その他
問合せ等 合計

令和３年度 60 100 5 2 57 45 269

令和４年度 43 101 6 3 44 36 233

令和５年度
36

13.3%
139
51.5%

1
0.4%

7
2.6%

35
13.0%

52
19.3%

270

60

100

5 2

57
4543

101

6 3

44
3636

139

1 7

35

52

0

50

100

150

虐待等 養護 保健 障がい 育成 その他
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子育て応援ステーション児童相談実績③



子育て応援ステーション児童相談実績④
（児童虐待通告）※48時間以内に安全確認した児童

≪虐待新規通告人数≫
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計

令和３年度 2 8 5 1 0 4 2 1 3 1 0 0 27
令和４年度 1 1 1 1 0 1 3 5 2 0 2 0 17
令和５年度 3 0 1 1 1 5 1 0 2 1 1 0 16

（単位…人）

通告者
保
育
園

小
学
校

中
学
校

高
校

通
所

サ
ー
ビ
ス

福
祉

事
務
所

市
・

関
係
機
関

警
察

主
任
児
童
委
員

・民
生
委
員

地
域
子
育
て

拠
点

近
隣

住
民

匿
名

子
ど
も

本
人 母

家
族

相
談
支
援

専
門
員

合
計

令和３年度 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 27
令和４年度 1 13 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 17
令和５年度 5 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 16

月年度

≪虐待通告者≫ （単位…人）

令和３年度 令和４年度 前年度比

全 国 207,660 ー ー

石川県 1,644 1,626 △1.1%

加賀市 27 16 △40.7%
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【目 的】こころの育ちの基礎である乳幼児期の親子を対象に、絵本の読み聞かせを
通じて、愛着形成の重要性を伝え、安定した親子関係の基礎づくりを支援
すると共に、子どもの心の安心・安全を保障する。

【対象者】４か月半児健康診査を受ける生後４か月半～５か月児及びその保護者等
（里帰り出産、能登地震の2次避難者等での市外在住の健診参加者7名を含む）

７か月離乳食教室に参加する生後６か月～７か月児及びその保護者等

【子育て情報の配信】
４か月半児健診時に絵本のプレゼントと同時に、子育て関係機関のリーフレット

や情報紙等を説明し、封筒に入れて配信する。 14

子育て期の支援（親子スマイリーネット事業）

４か月半児健診 期 間：令和５年４月～令和６年３月まで全１９回
対 象 児 ：R４.１１.１６生まれ～R５.１１.１５生まれ

絵本配布数：３０９ さくらふれあいルームにて

健診での配布 加賀市在住の児 ３０１

市外在住の児 ７

訪問・来所での配布 加賀市在住の児 １

不参加（配布できず） 加賀市在住の児 ３

７か月離乳食教室 期間：令和５年４月～令和６年３月まで全１２回

離乳食教室での配布 参加申込があった親子 １８４組の親子が参加

おでかけスマイリー(６か月児～未就園児の親子)

第１回(健康フェスタ) R５年１０月１４日 児童５４名が参加

３０９



【目 的】
支援が必要にもかかわらず、行政機関や地域
の支援につながりにくい家庭に、訪問を通じて
育児用品を配布し、保護者が支援を受け入れ
やすい体制を整え継続的支援を可能にする。
※１人上限：8,000円。
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子育て期の支援（児童虐待防止対策支援事業）
実績（支援した世帯数、人数）

＜配布用品＞おむつ、おしりふき、
粉ミルク、マスク、 鉛筆、消しゴム等

世帯数 人数

令和４年度 ２３世帯 ５３人

令和５年度 ２６世帯 ７２人

子育て期の支援（特別養子縁組事業）
【目 的】

「特別養子縁組」とは、子どもの健全育成を図るため、何らかの理由で実親が育てることが
できない子どもと、実親との法的な関係を解消し、実の子として養親との新たな親子関係を
築くための制度。その特別養子縁組を行う際に必要な費用の一部を助成する。

※１件あたり５０万円を限度（研修費用、裁判所に提出する書類の作成に要する費用等）

令和３年度 令和４年度 令和５年度

人 数 １人 ０人 １人

助 成 額 ４，９０８円 ０円 ６２，０５３円

経 費 の
内 容

・裁判所に提出する書類の作成費用
・裁判所に提出する書類の作成費用
・相談援助等に要する交通費又は通信費
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子育て短期支援事業

児童の保護者の急用・急病時や仕事の都合で夜間・休日に家庭で児童を養育で
きないときに、児童養護施設または里親で児童の預かりをする制度。

＜預け先＞・伊奈美園（加賀市）、育松園（小松市）、聖霊乳児院（金沢市）

・加賀市内の里親 ※令和４年度より、里親による預かりが可能となった。

令和４年度 令和５年度

ショートステイ １２日
２５日

（うち１７日里親預かり）

トワイライト（休日）
７８日

（うち４日里親預かり）
５２日

（うち１２日里親預かり）

トワイライト（夜間） ０日 ４日

※ショートステイ
宿泊による児童のお預かり

※トワイライト
〇休日：午前８時～午後５時まで
〇夜間：＜基本分＞午後５時～午後９時まで ＜夜間分＞午後９時～翌朝まで



【目 的】１１月は「児童虐待防止推進月間」として児童虐待のない社会を目指して、全国で
キャンペーンが展開される。加賀市においても啓発活動を行い、一人でも多くの市民に
「児童虐待防止」に関心をもってもらい、子ども達の笑顔を守る。

【内 容】①商業施設等での街頭キャンペーンにてグッズ配布（合計４００セット）
②.１１月１日～１２日の期間で市医療センターでのオレンジ色ライトアップ

(入口案内板と正面入口壁面)

③１か月間の啓発コーナー設置でのグッズ配布（合計４８０セット）
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子育て支援課かが交流プラザさくら

市医療センター

こども育成
相談センター

～かがにこにこパーク入口～～アビオシティ加賀正面入口～

かがにこにこパーク


